
事業承継
先日、日頃お付き合いさせていただいている
税理士事務所と当事務所とで勉強会をおこないました。

テーマは事業承継。

近年、後継者がいないという理由で、
中小企業が廃業するケースが増加していることが問題となっています。
これを受けて、今月１日から、
事業承継税制が大きく改正されました。

事業承継時の贈与税・相続税の納税を
猶予する制度が新設されたのですが、
１０年間限定の特例措置ですので、
これを検討する事業者は早急に動き出す必要があります。

また、後継者が見つからない場合の選択肢として
M&Aが挙げられますが、
その可能性を探るポイントについて、
具体例と共に学びました。

他の専門士業との関係を深めることは、
弁護士としての力量を上げるために必須だと最近強く感じます。
その意味でも、とても有意義な勉強会でした。

弁護士　佐渡島　啓
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